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〇�初任診断は、運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって、当該貨物自動車運送事業
者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断を受診したことが無い者に受診義務があ
ります。
〇�65歳以上の高齢者を新たに雇い入れた場合、初任診断ではなく、適齢診断のみの受診で問題ありません。
〇�事故対策機構では、過去10年以内の診断結果は謄本という形で支所にて再発行（1通100円�400円）を
受付けております。名前と生年月日から過去履歴を検索可能です。個人情報となりますので、ご本人様
が直接支所に来ていただき、身分証（運転免許証等）による本人確認の後にお渡しいたします。

●【所定のお手続き】　※ご予約は神奈川県トラック協会ではなく、各認定機関に直接行ってください。

認定機関 ① の場合 手続き 1／�空き状況を確認後、ご予約（インターネットまたはFAX）➡予約確認書が発行されます。
手続き 2／�下記【受診料助成を利用した際のご負担分について】をご参照の上、受診当日に窓口

にて受診料をお支払いください。
※�FAXでのご予約の際は認定機関①にご連絡していただき、認定機関①専用の申込書をお取り寄
せください。

認定機関②〜⑦の場合 手続き 1／�空き状況を確認後、ご予約（インターネットまたはFAX）➡予約確認書（認定機関に
より名称が異なる）が発行されます。

手続き 2／�ご予約された認定機関に「神奈川県トラック協会適性診断受診申込書」をFAXしてく
ださい。

手続き 3／�下記「初任・適齢診断受診料助成を利用した際のご負担分について」をご参照の上、
受診当日に窓口にて受診料をお支払いください。

※�FAXでのご予約の際は予約する認定機関にご連絡していただき、各認定機関専用の申込書をお
取り寄せください。

※�「神奈川県トラック協会適性診断受診申込書」は当協会HP会員専用ページよりダウンロード
してください。

※�各認定機関により、お手続きが若干異なる場合がございますので、詳細は各認定機関にお問合
せください。

●【初任・適齢診断受診料助成を利用した際のご負担分について】
1 ）�初任診断・適齢診断については、受診当日申し込んだ認定機関の窓口において、一人当たり2,300
円�2,400円をお支払いください。但し、交通共済組合員が③の交通共済にて初任・適齢診断を受
診される場合は2,300円�2,400円の支払いは必要ありません。

2）�会費請求台数分の人数を超過して受診した場合、超過人数分の受診料は全額事業者負担となり
ます。十分ご注意ください。
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